
第
三
号
議
案

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
九
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

工

藤

利

明

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大
分
県
教

育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
四
号
ま
で
」
を
「
第
三
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
五
の
項
を
削
り
、
四
の
項
を
五
の
項
と
し
、
三
の
項
を
四
の
項
と
し
、
二
の
項
を
三
の
項
と

し
、
一
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

二

風
水
震
火
災
そ
の
他
非
常
災
害
に
よ
る
交
通
遮
断
又

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
又
は
時
間

は
交
通
機
関
の
事
故
等
に
際
し
て
、
退
勤
途
上
に
お
け

る
身
体
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が

や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

別
表
第
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

六

前
各
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
教
育
人
事
課
長
が

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
又
は
時
間

特
に
必
要
と
認
め
る
場
合

第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

災
害
時
等
の
退
勤
に
関
す
る
休
暇
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備
等
を
行
い
た

い
の
で
提
案
す
る
。

［第３号議案］
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大
分
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
～
第
十
五
条

（
略
）

第
一
条
～
第
十
五
条

（
略
）

（
報
酬
条
例
第
二
条
第
一
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
等
）

（
報
酬
条
例
第
二
条
第
一
項
の
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
等
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２

任
期
が
六
箇
月
未
満
の
者
の
う
ち
、
当
該
任
期
と
次
に
掲
げ
る
期
間
と
の
合

２

任
期
が
六
箇
月
未
満
の
者
の
う
ち
、
当
該
任
期
と
次
に
掲
げ
る
期
間
と
の
合

計
が
六
箇
月
以
上
と
な
る
も
の
は
、
任
期
が
六
箇
月
以
上
の
者
と
み
な
す
。

計
が
六
箇
月
以
上
と
な
る
も
の
は
、
任
期
が
六
箇
月
以
上
の
者
と
み
な
す
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す

二

給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す

る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
第
七
条
第
一

る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
第
七
条
第
一

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お

い
て
「
職
員
等
」
と
い
う
。）
が
当
該
基
準
日
ま
で
引
き
続
い
て
会
計
年
度
任

い
て
「
職
員
等
」
と
い
う
。）
が
当
該
基
準
日
ま
で
引
き
続
い
て
会
計
年
度
任

用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
等
と
し
て
の
引
き
続

用
職
員
と
し
て
任
用
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
等
と
し
て
の
引
き
続

い
た
在
職
期
間

い
た
在
職
期
間

第
十
七
条
～
第
三
十
五
条

（
略
）

第
十
七
条
～

第
三
十
五
条

（
略
）

別
表
第
一

（
略
）

別
表
第
一

（
略
）

［第３号議案］
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別
表
第
二
（
第
二
十
五
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
十
五
条
関
係
）

原
因

休
暇
の
期
間

原
因

休
暇
の
期
間

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

二

風
水
震
火
災
そ
の
他
非
常
災
害
に

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
又
は
時
間

（
新
設
）

（
新
設
）

よ
る
交
通
遮
断
又
は
交
通
機
関
の
事

故
等
に
際
し
て
、
退
勤
途
上
に
お
け

る
身
体
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
勤

務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合

三
～
五

（
略
）

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
略
）

六

前
各
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
又
は
時
間

五

前
各
号
に
準
ず
る
原
因

そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
日
又
は

教
育
人
事
課
長
が
特
に
必
要
と
認
め

時
間

る
場
合

別
表
第
三

（
略
）

別
表
第
三

（
略
）

第
一
号
様
式
～
第
四
号
様
式

（
略
）

第
一
号
様
式
～
第
四
号
様
式

（
略
）

［第３号議案］
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第
六
号
様
式
～
第
十
三
号
様
式

（
略
）

第
六
号
様
式
～
第
十
三
号
様
式

（
略
）

［第３号議案］
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大分県教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の管理に関する規則（令和２年大分県

教育委員会規則第７号。以下「会管規則」という。）の一部改正の概要

１ 改正理由

災害時等の退勤に関する休暇を明確化するため別表第二に新たな項を設けるととも

に、期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和３９年大分県人事委員会規則第４号。

以下「期末勤勉規則」という。）の一部改正に伴う規定の整備等を行うもの

２ 改正内容

 休暇制度に関する規定の新設

別表第２の２の項を新設（災害時等の退勤に関する休暇の明確化）

 期末勤勉規則の改正に伴うもの

期末勤勉規則第７条第１項第４号の引用規定を削除する（第１６条第２項第２号

関係）。

 その他所要の改正

① 別表第２の５の項を６の項とし次のように改正するもの

旧：前各号に準ずる原因（その都度必要と認める日又は時間）

新：前各項に定めるもののほか、教育人事課長が特に必要と認める場合

（必要と認められる日又は時間）

② 別記第５号様式（休暇制度変更の対応、報酬等改定に係る表記の適正化）

３ 施行期日

令和３年４月１日

［第３号議案］

－7－


